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平成 30 年５月 15 日 

各  位 
 

会 社 名 株式会社ヤマノホールディングス

代 表 者 名 代表取締役社長 山野 義友 

（コード番号  7571） 

問い合わせ先
取締役専務執行役員 

管理本部長   金木 俊明 

電 話 番 号 ０３－３３７６－７８７８ 
 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 30 年５月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成

30 年６月 28 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記

の通りお知らせ致します。 

   

 

記 
１．定款変更の目的  

当社グループは平成 30 年３月期において、「スポーツ事業」・「卸売事業」からの撤退

を行い、当社グループを「美容事業」及び「和装宝飾事業」に集約する大規模な選択と

集中を実行いたしました。今後、当社グループの新たな成長加速の実現に向けて、事業

領域の拡大を視野に入れたＭ＆Ａや新規事業の開拓を積極的に推進し、グループの企業

価値向上を図っていくため、定款の第２条の目的を追加するものであります。 
 

 

２．定款変更の内容 

現行定款と変更案は別紙のとおりであります。 

 

３．日程  

  定款変更のための定時株主総会開催日 平成 30 年６月 28 日（木） 

  定款変更の効力発生日        平成 30 年６月 28 日（木） 

以 上 
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別紙                    (下線は変更部分を示しております。) 

      現   行       変 更 後 

(目 的） 

第２条 本会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

１．次の事業を営む会社及びこれに相当する

事業を営む外国会社の株式を保有するこ

とによる当該会社の事業活動の支配・管

理。 

1)～6)    (条文省略) 

7) 下記に掲げるものの販売 

① 医薬品、ビタミンなどの栄養素を補給し

た栄養補助食品 

②～⑩ (条文省略) 

        （新    設） 

 

8)～9)  (条文省略) 

10) 結婚式場、着付け・料理教室、食堂及び

レストランの経営 

11)～34) (条文省略) 

35）美容室の経営 

 

36）     (条文省略) 

37)～50) （新    設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(目 的） 

第２条 本会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

１．次の事業を営む会社及びこれに相当する

事業を営む外国会社の株式を保有するこ

とによる当該会社の事業活動の支配・管

理。 

1)～6)    (現行どおり) 

7) 下記に掲げるものの販売 

① 医薬品、ビタミンなどの栄養素を補給し

た栄養補助食品、健康食品、自然食品 

 ②～⑩ (現行どおり) 

⑪ファンシー商品、ホビークラフト商品、

 ギフト商品 

8)～9)  (現行どおり) 

10）ホテル、レストラン、飲食店、結婚式場、

の経営 

11)～34)  (現行どおり) 

35）美容室、理容室、ネイルサロン、エステ

ティックサロンの経営 

36)      (現行どおり) 

37）割賦販売法に基づく割賦販売業及び割賦

販売斡旋業務 

38）薬局の経営並びに医薬品の販売・卸売業

39）クリーニング業 

40）インターネット及びカタログによる通信

販売及び仲介 

41）有料老人ホーム事業その他介護等の高齢

者向けサービス業 

42）写真スタジオの経営 

43）労働者派遣事業及び有料職業紹介事業 

44）Ｍ＆Ａ（企業の提携・合併・買収）の仲

介及びコンサルティング業務 

45）インターネットのホームページの企画、

制作及び運営 

46）自転車及びその部品並びに自転車付属品

の製造、販売及び輸出入業 

47）総務・経理事務受託代行業務 

48) 商標権の実施許諾 

49) 経営上必要と認めた他の会社への投資 
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２.前項各号に附帯又は関連する一切の事業。

 

 

 

 

 

３. 本会社は前項の目的のほか、次の事業を

営むことを目的とする。 

1) 総務・経理事務受託代行業務 

2) 不動産の売買、賃貸 

3) 商標権の実施許諾 

4) 経営上必要と認めた他の会社への投資 

5) 前各号に附帯する一切の業務 

 

50）各種教室の経営(着付・美容・料理・語学・

パソコン・学習塾) 

51)個人及び企業の経営活性化の為の人材教

育並びに研修業務 

52)前項各号に附帯又は関連する一切の事業。

 

２. 本会社は前項第１号 1）から 50）まで、

及びこれらに附帯する一切の事業を営むこと

ができる。 

 

（削除） 

 


